
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
切
り

替
え
は
お
済
み
で
す
か
？

　
「
単
独
処
理
浄
化
槽
」
を
設
置

し
て
い
る
家
庭
や
、「
ト
イ
レ
が

汲
み
取
り
」
の
家
庭
は
、
生
活
雑

排
水
を
処
理
せ
ず
そ
の
ま
ま
流
し

て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
単
独
処
理
浄
化
槽
か

ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
切
り
替

え
を
推
進
し
て
お
り
、
単
独
処
理

浄
化
槽
を
撤
去
す
る
と
、
撤
去
費

用
の
一
部
を
補
助
（
上
限
９
万

円
）
し
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
水
道
課
下
水
道
係

　

☎
（
88
）
５
６
６
４

里
親
募
集
説
明
会
を
開
催　

　

里
親
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情

に
よ
り
家
族
と
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
な
い
子
ど
も
を
、
家
族
の
一
員

と
し
て
自
ら
の
家
庭
に
迎
え
、
温

か
い
雰
囲
気
の
中
で
、
愛
情
と
真

心
を
こ
め
て
養
育
さ
れ
る
か
た
の

こ
と
で
す
。
養
育
を
お
願
い
す
る

子
ど
も
の
年
齢
は
０
歳
～
18
歳
、

養
育
期
間
は
数
カ
月
か
ら
数
年
と

さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

現
在
、
県
下
に
は
家
族
と
暮
ら

せ
な
い
子
ど
も
が
約
８
０
０
人
お

り
、
そ
の
う
ち
約
１
０
０
人
が
里

親
な
ど
の
家
庭
で
、
約
７
０
０
人

が
児
童
養
護
施
設
や
乳
児
院
な
ど

で
生
活
し
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
次
の
と
お
り
里
親
募

集
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

長
島
フ
ェ
ス
タ
で
も
、
簡
易
な

ブ
ー
ス
を
設
け
ま
す
。
興
味
の
あ

る
人
は
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

○
日
時

　

12
月
22
日
（
金
）

　

午
後
６
時
30
分
～
午
後
７
時
30
分

　

・
個
別
相
談
を
希
望
さ
れ
る
人

　

は
、
こ
の
後
に
１
時
間
程
度
の

　

時
間
を
設
け
ま
す
。

○
場
所

　

長
島
町
役
場
３
階
庁
議
室

○
内
容

　

・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
よ
る
紹
介

　

・
概
要
説
明

　

・
個
別
相
談
（
希
望
者
の
み
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
町
民
福
祉
課
児
童
福
祉
係

　

☎
（
86
）
１
１
５
７
［
直
通
］

　

県
中
央
児
童
相
談
所
地
域
支
援
指
導
課

　

☎
０
９
９
（
２
６
４
）
３
０
０
３

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

　

12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
は

「
人
権
週
間
」
で
す
。

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
保
健
所

　

☎
（
62
）
１
６
３
６
（
内
線
２
０
５
）

給
与
所
得
者
の
年
末
調
整

　

12
月
は
、
給
与
な
ど
に
係
る
源

泉
所
得
税
の
年
末
調
整
の
月
で

す
。

　

毎
月
の
給
与
な
ど
か
ら
源
泉
徴

収
さ
れ
た
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
１
年
間
の
合
計
額

（
以
下
「
源
泉
徴
収
税
額
」
と
い

い
ま
す
。）
と
、
そ
の
年
の
給
与

総
額
に
対
す
る
年
税
額
と
は
一
致

し
な
い
の
が
普
通
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
源
泉
徴
収
税
額
の

過
不
足
分
を
精
算
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
手
続
き
を
「
年
末

調
整
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

大
部
分
の
給
与
所
得
者
は
、
年

末
調
整
に
よ
り
、
そ
の
年
の
納
税

を
完
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

年
末
調
整
が
正
し
く
行
わ
れ
る
た

め
に
は
、
勤
務
先
に
扶
養
親
族
や

保
険
料
な
ど
の
申
告
を
正
し
く
行

う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に
伴

い
、
給
与
所
得
者
は
「
給
与
所
得

者
の
扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申
告

書
」
に
、
給
与
所
得
者
本
人
、
控

除
対
象
配
偶
者
、
控
除
対
象
扶
養

親
族
な
ど
の
個
人
番
号
を
記
載
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
最
寄
り

の
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
出
水
で
仕
事

探
し
を
し
ま
せ
ん
か
？

　

最
近
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
出
水
で

は
、
事
業
者
か
ら
の
募
集
が
増
え

て
、
仕
事
を
探
す
人
（
求
職
者
）

が
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

今
年
９
月
の
求
人
数
は
、

２
１
４
７
人
で
昨
年
９
月
よ
り
も

２
９
３
人
分
も
求
人
募
集
が
増
え

て
い
ま
す
。

　

た
く
さ
ん
の
事
業
所
が
皆
さ
ん

の
応
募
を
待
っ
て
い
ま
す
の
で
、

仕
事
を
探
し
て
い
る
人
は
、
気
軽

に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
ご
来
所
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
出
水

　

☎
（
62
）
０
６
８
５

『巡回無料法律相談会』を開催
　

人
権
週
間
は
、
昭
和
23
年
12
月

10
日
の
国
連
総
会
に
お
い
て
「
世

界
人
権
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
こ

と
を
記
念
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の

で
、
今
年
で
69
周
年
を
迎
え
、
全

国
各
地
で
人
権
に
関
す
る
各
種
啓

発
活
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

町
で
は
、
次
の
と
お
り
特
設
人

権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
開
設
日
時
・
場
所

　

・
12
月
４
日
（
月
）

　
　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

　
　

町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

　

・
12
月
８
日
（
金
）

　
　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

　
　

役
場
指
江
庁
舎

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
町
民
福
祉
課

　

☎
（
86
）
１
１
５
７
［
直
通
］

「
明
治
維
新
１
５
０
年
」
に
向

け
た
取
り
組
み
を
推
進

　

平
成
30
年
は
、
明
治
元
年
か

ら
起
算
し
て
満
１
５
０
年
に
当

た
り
ま
す
。
政
府
で
は
、「
明
治

１
５
０
年
」
関
連
施
策
と
し
て
、

地
方
公
共
団
体
や
民
間
も
含
め

て
、
全
国
で
取
組
を
推
進
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

http://w
w

w
.kantei.go.jp/jp/

singi/m
eiji150/portal/

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
明
治
維
新
１
５
０
周
年
推
進
室

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
３
０
５
７

Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
無
料
検
査
の
お

知
ら
せ

　

出
水
保
健
所
で
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗

体
無
料
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施

し
ま
す
。

○
日
時

　

12
月
８
日
（
金
）

　
午
後
５
時
～
午
後
７
時

○
場
所

　

出
水
保
健
所
（
北
薩
地
域
振
興

　

局
出
水
庁
舎
本
館
１
階
）

○
費
用　

無
料

○
申
し
込
み
方
法

　

電
話
（
要
予
約
）

※
検
査
は
匿
名
で
受
け
る
こ
と
が

で
き
、
検
査
結
果
は
即
日
で
わ
か

り
ま
す
。

11
月
は
労
働
保
険
適
用
促
進

強
化
月
間

　

事
業
主
の
皆
さ
ん
、
労
働
保
険

（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）
の
加

入
手
続
き
は
済
み
ま
し
た
か
？

　

労
働
保
険
は
政
府
が
管
理
、
運

営
し
て
い
る
強
制
的
な
保
険
で
あ

り
、
原
則
と
し
て
労
働
者
を
１
人

で
も
雇
っ
て
い
れ
ば
適
用
事
業
と

な
り
、
そ
の
事
業
主
は
労
働
保
険

の
成
立
手
続
を
行
い
、
労
働
保
険

料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

ま
だ
済
ん
で
い
な
い
事
業
主

は
、
早
め
の
加
入
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
労
働
保
険
事
務
組
合
へ

手
続
き
を
委
託
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
の
で
、
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
出
水

　

☎
（
62
）
０
６
８
５

　

川
内
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
０
９
９
６
（
22
）
３
２
２
５

　鹿児島県弁護士会では、当会所属の弁護士を派
遣して各地を巡回する形での無料法律相談会を実
施します。
　当会では、住民の皆さんの日常生活での悩み事
やトラブルに専門のアドバイスを提供する環境整
備を進めています。
　身近なことから何でも構いません。遠慮なくご
利用ください。開催日時・場所については、次の
とおりです。
※混乱を回避するため、予約制とさせていただ
きます。
○日時
　12 月５日（火）　午後１時～午後４時
○場所
　長島町開発総合センター
　３階青少年研修室
◎申し込み・問い合わせ先
　役場総務課　☎（86）1111［代表］

「明治 150 年」関連施策
  推進ロゴマーク

2021


